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シリーズ判決紹介
− 平成24年度第3四半期の判決について −

抄 録

事例
令和２年（ 行ケ）第１０１４３号（ 塩化ビニリデン系樹
脂ラップフィルム及びその製造方法 ）（ 無効２０２０
－８００００１号、特許第６１０００３４号）
令和４年６月２３日判決言渡、知的財産高等裁判所
第１部

1. 経緯の概略
　

2. 本件発明
　本件発明の特許請求の範囲の記載は、以下のとお

りです（分説、色は筆者による）。原告は、その主

張の中で、本件発明は、①～⑦の７個のパラメータ

で特定されているとしているので、左欄に対応する

①～⑦を付しました。

　登録商標「サランラップ」でおなじみの「塩化ビニ

リデン系樹脂ラップフィルム」ですが、塩化ビニリ

デン系樹脂のモノマー単位である塩化ビニリデン繰
り返し単位が７２～９３％というのは、ごくありふ

れた範囲であり（パラメータ④）、エポキシ化植物
油、クエン酸エステル、二塩基酸エステルは、いず

れも塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムの汎用の

添加剤であり（パラメータ⑤、⑥）、厚みもごく普通

の範囲です（パラメータ⑦）。そうしますと、パラ

メータ④～⑦は、少なくともそれぞれ単独では、さ

　本件は、発明の名称を「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法」とする特
許に関する事件です。本件審決の結論は、請求棄却（特許有効）であり、知財高裁でも本件審
決は支持され、本件特許は有効と判示されました。関連侵害訴訟においても、無効の抗弁は不
成立（特許有効）であり差止廃棄等が認容されています。なお、特許権者である本件判決の被
告（旭化成株式会社；登録商標「サランラップ」を製造）は、本件判決の原告（株式会社シーズ
ワン）が輸入販売等する商品名「PREMIUM（プレミアム）ラップ」について差止廃棄等を請求
していました。
　本件判決は、数値範囲やパラメータで特定された発明のサポート要件についてわかりやすく
判示しており、審査・審判の参考になると思いますので御紹介します。

− 最近の判決から −

H29.3.3 設定登録（特許第6100034号）
R2.10.30 本件審決（無効2020-800001号）請求

棄却（特許有効）
R2.12.8 地裁判決（令和元年（ワ）第31214号）

差止廃棄等認容、無効の抗弁不成立

（特許有効）
R4.6.23 本件判決（令和2年（行ケ）第10143

号）請求棄却、審決維持（特許有効）

① ＴＤ方向の引裂強度が２～６ｃＮであり、かつ、
② ＭＤ方向の引張弾性率が２５０～６００ＭＰａ

である
塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムであって、

③ 温度変調型示差走査熱量計にて測定される低
温結晶化開始温度が４０～６０℃であり、

④ 塩化ビニリデン繰り返し単位を７２～９３％含

有するポリ塩化ビニリデン系樹脂に対して、
⑤ エポキシ化植物油を０．５～３重量％、
⑥ クエン酸エステル及び二塩基酸エステルからな

る群より選ばれる少なくとも一種の化合物を３
～８重量％含有し、かつ、

⑦ 厚みが６～１８μｍである、
塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム。

（本件特許の【図２】）
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とで、消費者の要求を満たすレベルにまで裂けトラ

ブルを抑制でき、かつ、フィルムのカット性に優れ

るラップフィルムが得られることを見出し、本発明

を完成するに至った。」

　このように、【００１２】には、引裂強度、引張弾
性率、低温結晶化開始温度を特定の範囲とすること

で課題を解決できたと記載されています。そして、

これら３つのパラメータについて、本件明細書には

以下のとおり記載されています。

「【００３８】

＜引裂強度＞

・・・本実施形態のラップフィルムは、ＴＤ方向の

引裂強度が２ｃＮ以上であることにより、特に巻回

体からラップフィルムを引き出す際の裂けを低減で

き、また、ラップフィルム使用時の意図しない裂け

トラブルを抑制できる。一方、ＴＤ方向の引裂強度

が６ｃＮ以下であることにより、化粧箱に付帯する

鋸刃でフィルムをＴＤ方向にカットする際に裂きや
すく、カット性が向上する。・・・

　【００３９】

＜引張弾性率＞

・・・本実施形態のラップフィルムは、ＭＤ方向の

引張弾性率が２５０ＭＰａ以上であることにより、

鋸刃でフィルムをカットするために力を加える際、

フィルムのＭＤ方向への延びを抑制でき、鋸刃が

フィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上す

る。一方、ＭＤ方向の引張弾性率が６００ＭＰａ以
下であることにより、フィルムが軟らかく、鋸刃の
形状に沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断

端面に多数の裂け目が発生するのを抑制できる。そ

の結果、巻回体からフィルムを引き出す際、及び化

粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部を摘み出す際、

切断端面からフィルムが裂けるトラブルが発生する
のを抑制できる。・・・

　【００４０】

　＜低温結晶化開始温度＞

　本実施形態のラップフィルムは、温度変調型示差

走査熱量計（温度変調型ＤＳＣ）にて測定される低

温結晶化開始温度が４０～６０℃である。ここで、

低温結晶化開始温度は、温度変調型ＤＳＣによる昇

温測定で得られる非可逆成分の温度－熱流曲線にお

ほど特徴がないといえます。

　また、引裂強度や引張弾性率は、汎用の用語です

が（パラメータ①、②）、「温度変調型示差走査熱量

計にて測定される低温結晶化開始温度」は、塩化ビ

ニリデン系樹脂ラップフィルムにおいて通常用いら

れる用語ではないようです（パラメータ③）。審査段

階では、新規性・進歩性の拒絶理由は通知されてい

ませんが、おそらく、パラメータ③に関する文献は

見出せなかったと思われます。

3.  本件明細書概要
　本件明細書には、従来の塩化ビニリデン系樹脂

ラップフィルムは、カット性を良くするためにフィ

ルムの引裂強度を低くしていたが、引裂強度が低い

と、箱からフィルムを引き出す際や箱の中に巻き

戻ったフィルムの端を摘み出す際に、フィルムが裂

けるトラブルが多かったこと、一方、裂けトラブル

を抑制するためにフィルムを厚くするとフィルムが

カットしにくくなり、使い勝手が悪くなっていたこ

と、そこで、本件発明の解決しようとする課題は、

フィルム切断刃によるカット性を維持しつつ、フィ

ルム引き出し時や巻き戻ったフィルム端部の摘み出

し時の裂けトラブルを低減し、使い勝手を向上させ

た、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供す

ることであると記載されています（【０００８】～

【００１２】）。

　そして、【課題を解決するための手段】については、

次のように記載されています。（下線と色は、筆者が

付与。以下、同様。）

「【００１２】

　本発明者らは、巻回体からのフィルム引き出し時、

及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出

し時の裂けトラブルを低減と、フィルム切断時の優

れたカット性という背反する課題を両立させるとい

う観点から鋭意検討を加えた結果、製膜ラインの樹

脂の幅方向（以下、ＴＤ方向と称す）の引裂強度が

２～６ｃＮであり、かつ、製膜ラインの樹脂の流れ

方向（以下、 ＭＤ方向と称す）の引張弾性率が

２５０～６００ＭＰａである塩化ビニリデン系樹脂

ラップフィルムにおいて、温度変調型ＤＳＣにて評

価した低温結晶化開始温度を４０～６０℃とするこ
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裂けトラブルを誘発しやすくなると考えられる。

　【００４２】

　一方、本実施形態のラップフィルムでは、製造時

に十分に塩化ビニリデン系樹脂の分子鎖の配向や

フィルムの応力を緩和させることで、低温結晶化開

始温度を４０～６０℃とし、流通時及び倉庫保管時

に２０℃以上に長時間晒されても、分子鎖の再配列

が起こりにくく、フィルムの劣化、さらには裂けト

ラブルを抑制する。その結果、カット性を維持しつ

つも、裂けトラブルを抑制するという背反する課題

を同時に達成する。・・・

　【００４５】

・・・

　本発明者らは、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィ

ルムの裂けトラブルの原因が、流通過程や保管時に

受ける熱履歴によるフィルム中に物理劣化にあるこ

とを見出し、前記物理劣化によるトラブルの発生の

しやすさを、温度変調型ＤＳＣを用いて測定される

低温結晶化開始温度という新たな指標によって判断

できることを見出した。・・・」

　そして、本件発明の具体例に相当する実施例１～

６は、「裂けトラブル抑制効果」と「フィルムのカッ

ト性」が良好（◎、○）であったことが記載されてい

ます（【００５４】～【００８６】）。

いて、低温結晶化に起因する発熱ピークの補外結晶

化開始温度(ＪＩＳ　Ｋ７１２１に記載の補外結晶

化開始温度と同様に、昇温測定において低温側の

ベースラインを高温側に延長した線と、結晶化ピー

クの低温側の曲線にこう配が最大になる点で引いた

接点の交点の温度)をいい、以下の方法により、測

定される。・・・

　【００４１】

　従来の塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムの低

温結晶化開始温度は、６０℃を超える。

　これに対して、本実施形態のラップフィルムは、低

温結晶化開始温度が４０～６０℃であり、それによっ

て、ラップフィルムの裂けトラブルを低減できる。

　本実施形態のラップフィルムと従来の塩化ビニリ

デン系樹脂ラップフィルムとは、熱を受けた場合の

挙動が相違する。

　従来のラップフィルムでは、流通時及び倉庫保管

時に２０℃以上の雰囲気下に長時間晒されると、塩

化ビニリデン系樹脂の分子鎖が再配列を起こし、微

結晶の形成・成長が起こると考えられる。このような

分子鎖の再配列は、製造した塩化ビニリデン系樹脂

ラップフィルムの分子鎖の配向やフィルムの応力が

十分に緩和していないために発生したと推定される。

フィルムが高温に晒されるほど、分子鎖の再配列は

起こりやすくなるため、フィルムが物理的に劣化し、

「【表１】

」（色による囲みは筆者が付与。なお、実施例７～１０は、審査段階の補正により本件発明の具体例ではない

ものとなりました。）
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4.  判示事項
　本件判決は、サポート要件について以下のとおり

判示しました（下線と色は、筆者が付与。）

 「⑵　本件発明のサポート要件適合性について

ア 原告は、本件発明の発明特定事項は、①「引裂

強度」、②「引張弾性率」、③「低温結晶化開始温

度」、④「塩化ビニリデン繰り返し単位」の含量、⑤

「エポキシ化植物油」の含量、⑥「クエン酸エステル

及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる少な

くとも一種の化合物」の含量、⑦ラップフィルムの

「厚みが6～18μm」の7個のパラメータで構成され

ているところ、本件審決は、①ないし③の3個のパ

ラメータが本件発明の範囲にあれば本件発明の課題

を解決できると認識できると判断したが、それなら

ば、どうして本件発明を特定するために3個ではな

く、7個のパラメータが必要なのか、説明が付かな

いし、本件明細書の記載を踏まえれば、①ないし③

の3個のパラメータが本件発明の範囲にあるのみで

は、当業者において本件発明の課題を解決できると

認識することができないから、本件審決の上記判断

は誤りであり、本件発明は、サポート要件に適合し

ない旨主張する。

　そこで検討するに、特許法36条6項1号が、特許

請求の範囲の記載が「特許を受けようとする発明が

発明の詳細な説明に記載したものであること」(サ

ポート要件)に適合するものでなければならないと規

定した趣旨は、明細書の記載からみて広すぎる特許

請求の範囲を認めることは、事実上公開していない

発明に特許を与えることになるため、このような事

態を防ぎ、特許請求の範囲に記載された発明が、発

明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていな

ければならないとしたものと解される。かかる同号

の趣旨に鑑みると、特許請求の範囲の記載がサポー

ト要件に適合しないことを主張する場合には、特許

請求の範囲に記載された特定の発明特定事項(物の

発明の場合においては、例えば、素材、その形状、

含有量や物性の数値範囲、用途等)との関係におい

て、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記

載に実質的に裏付けられていないことを具体的に指

摘する必要があるというべきである。

　しかるところ、原告は、①ないし③の発明特定事

項のパラメータが本件発明の範囲にあるのみでは、

当業者において本件発明の課題を解決できると認識

することができないと主張するのみで、特許請求の

範囲(請求項１)に記載された特定の発明特定事項と

の関係において、特許請求の範囲の記載が発明の詳

細な説明の記載に実質的に裏付けられていないこと

を具体的に指摘するものではないから、この点にお

いて、原告の上記主張は主張自体理由がない。

　また、前記(1)認定のとおり、本件明細書の発明

の詳細な説明には、・・・その課題を解決するため

の手段として、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィル

ムの「引裂強度」、「引張弾性率」及び「低温結晶化
開始温度」を特定の数値範囲に制御する構成を採用

したことの開示があると認められるから、本件審決

が、「ＴＤ方向の引裂強度が２～６ｃＮであり、か

つ、ＭＤ方向の引張弾性率が２５０～６００ＭＰａ

であり、さらに、温度変調型示差走査熱量計にて測

定される低温結晶化開始温度が４０～６０℃である

ことが特定されている本件発明は、発明の詳細な説

明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載に

より当業者が発明の課題を解決できると認識できる

範囲のものである」と判断したこと(前記第2の3(1)

エ)に誤りはなく、この点においても、原告の上記

主張は理由がない。

イ 原告は、①本件発明の「引裂強度」の数値範囲

は、「２～６ｃＮ」であるが、「３ｃＮを超え６ｃＮ

まで」の範囲については、実施例による裏付けを欠

いていること、本件発明の「低温結晶化開始温度」

については、「低温結晶化開始温度」という用語自体

が、極めて特殊なものであり、「低温結晶化開始温

度」のラップフィルムの性状への影響については、

技術常識といえる知見は存在せず、まして「塩化ビ

ニリデン系樹脂」からなるラップフィルムへの影響

については、公然知られた知見はないことからする

と、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記

載から、本件発明の「引裂強度」の数値範囲のうち、

少なくとも「３ｃＮを超え６ｃＮまで」の範囲につ

いては、「低温結晶化開始温度」の「４０～６０℃」

の数値範囲との関係において、本件発明の課題を解

決できると認識することはできない、 ②・・・

（略）・・・として、本件発明はサポート要件に適合

しない旨主張するので、以下において判断する。

(ア)「引裂強度」、「引張弾性率」及び「低温結晶化開
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(イ)　①について

a 前記(ア)のとおり、本件明細書の【００３８】の記

載から、・・・引裂強度を「２～６ｃＮ」の範囲とし

たことを理解できる。また、本件明細書には、ＴＤ

方向の引裂強度が「２．４ｃＮ」ないし「３．０ｃＮ」

の範囲の本件発明の実施例(実施例１ないし６)で

は、・・・という本件発明の効果が確認されている。

　一方、本件明細書には、「３ｃＮを超え６ｃＮま

で」の範囲については実施例の記載がないが、裂け

トラブルについては、上記【００３８】の記載から、

「ＴＤ方向の引裂強度」を「２ｃＮ以上」に高くすれ

ば、裂けトラブルを抑制できることを理解できるか

ら、「３ｃＮを超え６ｃＮまで」の範囲のものも、裂

けトラブルを低減できることを理解できる。・・・そ

して、上記【００３８】の記載から、「６ｃＮ以下」

であれば、「化粧箱に付帯する鋸刃でフィルムをＴＤ

方向にカットする際に裂きやすく、カット性が向上

する」ことを理解できるから、「３ｃＮを超え６ｃＮ

まで」の範囲のものも、カット性を維持できること

を理解できる。

　以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳

細な説明の記載から、本件発明の「ＴＤ方向の引裂

強度」の「２～６ｃＮ」の数値範囲全体にわた

り、・・・という本件発明の課題を解決できると認

識できるものと認められる。これに反する原告主張

の①は採用することができない。

b この点に関し、原告は、本件発明の「低温結晶化
開始温度」については、「低温結晶化開始温度」とい

う用語自体が、極めて特殊なものであり、「低温結晶

化開始温度」のラップフィルムの性状への影響につ

いては、技術常識といえる知見は存在せず、まして

「塩化ビニリデン系樹脂」からなるラップフィルムへ

の影響については、公然知られた知見はないなどと

主張する。

　しかしながら、前記(ア)ｃのとおり、本件明細書

の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」と

は、・・・を意味することを理解できるし、また、「低

温結晶化開始温度」を「４０～６０℃」の範囲に制

御することにより、「巻回体からのフィルム引き出し

時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘

み出し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を

理解できるから、原告の上記主張は、前記aの認定

を左右するものではない。・・・

始温度」に関する本件明細書の記載

a 本件明細書には、「引裂強度」に関し、・・・との

記載がある。上記記載から、「ＴＤ方向の引裂強度」

が、「２ｃＮ以上」であれば、・・・ができ、「６ｃＮ

以下」であれば、・・・ことから、「本実施形態のラッ

プフィルム」(本件発明)のＴＤ方向の引裂強度を

「２～６ｃＮ」の範囲としたことを理解できる。

b 本件明細書には、「引張弾性率」に関し、・・・と

の記載がある。上記記載から、「ＭＤ方向の引張弾

性率」が、「２５０ＭＰａ以上」であれば、・・・し

「６００ＭＰａ以下」であれば、・・・ことから、「本

実施形態のラップフィルム」(本件発明)の「ＭＤ方

向の引張弾性率」を「２５０～６００ＭＰａ」の範

囲としたことを理解できる。

ｃ 本件明細書には、「低温結晶化開始温度」に関

し、・・・との記載がある。上記記載から、本件発

明の「低温結晶化開始温度」とは、・・・を意味する

ことを理解できる。また、上記記載及び【００１２】

の記載から、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム

の裂けトラブルの原因が、流通過程や保管時に受け

る熱履歴によるフィルム中の物理劣化にあること、

この物理劣化による卜ラブルの発生のしやすさを、

結晶化等の非可逆成分と結晶融解やガラス転移等の

可逆成分の熱流に分離することができ、微結晶の熱

挙動を評価することが可能な「温度変調型ＤＳＣ」

を用いて測定される「低温結晶化開始温度」という

新たな指標によって判断できることを見出した上

で、従来のラップフィルムの低温結晶化開始温度が

６０℃を上回るために裂けトラブルが発生していた

ことに着目し、巻回体からのフィルム引き出し時、

及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出

し時の裂けトラブルの低減と、フィルム切断時の優

れたカット性という背反する課題を両立させるとい

う観点から検討した結果、ＴＤ方向の「引裂強度」

が「２～６ｃＮ」であり、かつ、ＭＤ方向の「引張
弾性率」が「２５０～６００ＭＰａ」である塩化ビ

ニリデン系樹脂ラップフィルムにおいて、温度変調

型ＤＳＣにて評価した低温結晶化開始温度を４０～

６０℃とすることで、消費者の要求を満たすレベル

にまで裂けトラブルを抑制でき、かつ、フィルムの

カット性に優れるラップフィルムが得られることを

見出し、本件発明の「低温結晶化開始温度」を「４０

～６０℃」の範囲としたことを理解できる。・・・
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　したがって、本件発明がサポート要件に適合する

とした本件審決の判断に誤りはないから、原告主張

の取消事由１は理由がない。」

5. 解説
（ １ ）パラメータの数について
　原告は、本件発明は、①～⑦の７個のパラメータ

で構成されているところ、本件審決は、①～③のパ

ラメータを満たすことで本件発明の課題を解決でき

ると認識できると判断しており、それならば、どうし

て本件発明を特定するのに３個ではなく７個のパラ

メータが必要なのか説明が付かないし、本件明細書

の記載からは、①～③のパラメータを満たすだけで課

題を解決できるとは認識できないと主張しました。

　判決では、サポート要件の趣旨に鑑みると、サポー

ト要件違反を主張する場合には、特許請求の範囲の

記載が発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けら

れていないことを具体的に指摘する必要があり、①～

③のパラメータを満たすだけでは課題を解決できない

と主張するのみでは、具体的な指摘ではなく、また、

発明の詳細な説明には、本件発明は、課題解決手段

として、①～③のパラメータを特定の数値範囲に制

御する構成を採用したことの開示があると認められる

から、原告主張は理由がない、と判示されました。

　出願当初は、請求項１が、①～③のパラメータで

特定された発明で、請求項２が、さらに④～⑦のパ

ラメータで特定された発明であり、それに対応して、

発明の詳細な説明には、①～③のパラメータを満た

すことで課題を解決できることが記載されていまし

た。本件発明が、①～⑦のパラメータで特定されて

いる背景としては、審査段階において、実施可能要

件違反の拒絶理由が請求項１に対して通知され、請

求項２については拒絶の理由を発見しないとされた

ことで、補正により、請求項１にパラメータ④～⑦

を追加して特許査定となった経緯があります。実施

可能要件違反の拒絶理由の概略は、望ましい物性①

～③のみで特定された請求項１のラップフィルムを

製造するためには当業者に過度の試行錯誤を要す

る、というものでした。すなわち、本件発明が、パ

ラメータ①～③のみならず④～⑦でも特定されてい

るのは、サポート要件充足のためではなく実施可能

要件充足のためであり、望ましい物性①～③を特定

するのみでは、製造のために過度の試行錯誤を要す

ウ　原告は、本件発明の「引張弾性率」の数値範囲

は、「２５０～６００ＭＰａ」であるが、「２５０Ｍ

Ｐａから５００ＭＰａまで」の範囲については、実

施例による裏付けを欠いているから、・・・本件発

明はサポート要件に適合しない旨主張する。

　しかしながら、前記イ(ア)bのとおり、本件明細

書の【００３９】の記載から、・・・「２５０～

６００ＭＰａ」の範囲としたことを理解できる。ま

た、 本件明細書には、 ＭＤ方向の引張弾性率が

「５１０ＭＰａ」ないし「５４０ＭＰａ」の範囲の本

件発明の実施例(実施例１ないし６)では、・・・と

いう本件発明の効果が確認されている。

　一方、本件明細書には、「２５０ＭＰａから５００

ＭＰａまで」の範囲については実施例の記載がない

が、上記【００３９】の記載が不合理であることを

うかがわせる証拠はないから、上記【００３９】の

記載から、上記範囲のものについても、本件発明の

上記効果を奏するものと理解できる。

　以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳

細な説明の記載から、本件発明の「引張弾性率」の

「２５０～６００ＭＰａ」の数値範囲全体にわたり、

本件発明の上記効果を奏するものと認識できるもの

と認められるから、上記効果を奏する塩化ビニリデ

ン系樹脂ラップフィルムを提供するという本件発明

の課題を解決できると認識できるものと認められる。

　したがって、原告の上記主張は理由がない。

エ　原告は、①「低温結晶化開始温度」の「塩化ビ

ニリデン系樹脂」への影響について、公然知られた

知見がないことを踏まえると、当業者は、本件明細

書の発明の詳細な説明の記載から、「低温結晶化開

始温度」を「４０～６０℃」の数値範囲とすることに

より、本件発明が裂けトラブル抑制効果を奏するこ

とを認識することができない、②・・・として、本

件発明は、サポート要件に適合しない旨主張する。

　しかしながら、①については、前記イ(イ)bで説

示したとおり、本件明細書の記載から、本件発明の

「低温結晶化開始温度」の意味、「低温結晶化開始温

度」を「４０～６０℃」の範囲に制御することによ

り、「巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱

の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂け

トラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、

原告主張の①は、採用することができない。・・・
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性状への影響について技術常識といえる知見も存在

しないと主張しました。

　判決では、本件明細書の記載から、「低温結晶化開

始温度」の用語の意味することが理解でき、課題を解

決する機序も理解できるから、原告主張はサポート要

件に適合するとの認定を左右しないと判示しました。

　発明の詳細な説明において、パラメータの意味、

課題解決のための機序が記載され、実施例でその効

果が確認されていれば、通常使用されるものではな

い新規なパラメータであってもサポート要件を満た

すといえる例として参考になると思われます。

　本件判決と同様の判断枠組みによりサポート要件

に適合すると判示された裁判例としては、令和元年

（行ケ）第１０１２８号（低鉄損一方向性電磁鋼板）

が挙げられます。一方、発明の詳細な説明の記載か

らは、課題解決のための作用機構の詳細は明らかで

はなく、パラメータと課題との関係の技術的な意味

を当業者が理解できるとはいえないなどとして、サ

ポート要件に適合しないと判示された裁判例として

は、平成２８年（行ケ）第１０１４７号（トマト含

有飲料）が挙げられます。

（ ４ ）その他
　今回は、本判決のサポート要件について御紹介しま

した。その他、実施可能要件違反として、本件明細書

には、「引裂強度」をＪＩＳ記載の方法に「準拠して」

測定したと記載されているところ、「準拠して」では測

定方法が一義的に定まらず、当業者が実施することが

できないとの主張もされています。関連侵害訴訟の判

決によれば、（侵害訴訟の）被告は、当業者が通常理

解するであろう「準拠」とは異なる方法で被告製品の

引裂強度を測定し、被告製品は、本件発明の引裂強

度を充足しないと主張しています。このように侵害訴

訟の充足論において引裂強度の測定方法に争いがある

ことを背景として、無効審判では引裂強度の測定方法

に関する実施可能要件違反が主張されています。無効

審判の審決取消訴訟の判決を読む際には、関連侵害

訴訟の判決も出ているのであれば合わせて読んでみる

と背景もより深く理解でき興味深いと思います。

執筆者紹介
井上 千弥子（審判部訟務室）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）

るものの、課題を解決できると認識することができ

るかという観点からは、パラメータ①～③を特定す

れば十分ということになります。

（ ２ ）数値範囲の一部しか実施例がないことについて
　原告は、パラメータ①、②について、本件発明で

特定された数値範囲の一部しか実施例による裏付け

がないから、サポート要件違反であると主張しました。

　パラメータ①、②の本件発明の範囲と実施例の範

囲は、以下のとおりです。

　判決では、発明の詳細な説明の記載から数値範囲

を特定した理由が理解できること、数値範囲を満た

す実施例が示されていることを挙げて、実施例がな

い範囲についても、上記数値範囲内であれば課題を

解決できることを当業者は理解できるとして、本件

発明の数値範囲全体にわたり課題を解決できると認

識できると判示しました。

　数値範囲を特定した理由が記載され、それが技術

常識からみて不合理でないのであれば、数値範囲全

体にわたり課題を解決できると認識できるといえる

ことがわかりやすく判示されており、参考になると

思われます。

　本件判決と同様の判断枠組みによりサポート要件

に適合すると判示された裁判例として、平成２８年

（行ケ）第１０１８９号（光学ガラス）、平成２７年

（行ケ）第１０１５０号（炭酸飲料）等が挙げられま

す。一方、発明の詳細な説明には、実施例がない範

囲についても課題を解決できると認識できるに足る

説明は記載されておらず、そのように認識できる技

術常識の存在も認められないとして、サポート要件

に適合しないと判示された裁判例としては、平成

２６年（行ケ）第１０１５５号（減塩醤油類）、平成

２８年（行ケ）第１００５７号（潤滑油組成物）等が

挙げられます。興味のある方は、是非、他の裁判例

もあたってみてください。

（ ３ ）新規なパラメータについて
　原告は、パラメータ③の「低温結晶化開始温度」

は、その用語自体極めて特殊で、ラップフィルムの

本件発明 実施例
① 引裂強度（ｃＮ） ２～６ ２．４～３．０
② 引張弾性率（ＭＰａ）２５０～６００ ５１０～５４０


